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九州における地デジ難視対策の進捗状況
～アナログ終了後の取組～
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◆新たな難視の恒久対策の対策状況（九州全体）

新たな難視(A+B) 対策完了(A) 進捗率(A/(A+B)) 対策未完了(B)

地区数 ５，３９４ 地区 ２，４８５ 地区 ４６％ ２，９０９ 地区

世帯数 ５１，５０２ 世帯 ３８，７１５ 世帯 ７５％ １２，７８７ 世帯

●進捗状況（地区数ベース） ●進捗状況（世帯数ベース）

１ 新たな難視の恒久対策の進捗状況① １

○ 九州の新たな難視の規模は、全国のおよそ２割。

○ 新たな難視が発生した地区に対し、平成23年7月24日のアナログ放送終了後も引き続き、デジタ

ル放送移行のための恒久対策を実施。恒久対策進捗率は、平成23年度末現在、７５％（世帯数

ベース）。

○ 残り２，９０９地区、１２，７８７世帯については、平成24年度末までの完了を目標に、恒久対策を実

施していく。

（平成２４年３月３１日現在）
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県 名 新たな難視(A+B)
地区数 ／ 世帯数

恒久対策完了(A)
地区数 ／ 世帯数

恒久対策未完了(B)
地区数 ／ 世帯数

福岡県 ５６０地区 ６，３３２世帯 ２０７地区 ４，６３６世帯 ３５３地区 １，６９６世帯

佐賀県 ２９地区 ５８２世帯 ２７地区 ５８０世帯 ２地区 ２世帯

長崎県 １，１６３地区 １０，７００世帯 ５５３地区 ８，１３０世帯 ６１０地区 ２，５７０世帯

熊本県 １，３０５地区 １４，１９４世帯 ８２３地区 １２，０００世帯 ４８２地区 ２，１９４世帯

大分県 ３３２地区 １，９５８世帯 ２７９地区 １，８０２世帯 ５３地区 １５６世帯

宮崎県 ３２８地区 ２，０５７世帯 ２９６地区 １，８４７世帯 ３２地区 ２１０世帯

鹿児島県 １，６７７地区 １５，６７９世帯 ３００地区 ９，７２０世帯 １，３７７地区 ５，９５９世帯

（世帯数）

（県名）

（平成２４年３月３１日現在）

２

◆新たな難視の恒久対策の進捗状況（各県）

１ 新たな難視の恒久対策の進捗状況②
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○ 新たな難視の状況を各県別に見ると、福岡、長崎、熊本、鹿児島の各県が多く、特に鹿児島県
が、新たな難視地区・世帯数、恒久対策未完了地区・世帯数とも 大となっている。



対策未完了
(C+D)(=B)

H24.7月まで
完了予定

H24.11月まで
予定(累計）

H25.3月まで
予定（累計）(C)

完了予定時期
検討中(D)

地区数 ２，９０９ ９４３ １，３２２ ２，６１７ ２９２

世帯数 １２，７８７ ４，３４７ ６，４９１ １０，８３５ １，９５２

３

◆恒久対策完了予定時期別地区数・世帯数（九州全体）

１ 新たな難視の恒久対策の進捗状況③

（平成２４年３月３１日現在）

○ 恒久対策未完了地区の今後の見通しについて、完了予定時期別に見ると、本年７月までに９４３

地区、４，３４７世帯、本年度末までに、２，６１７地区、１０，８３５世帯が完了予定となっている。

○ 一方、２９２地区、１，９５２世帯については、①世帯あたりの費用負担が大きい、②アンテナ建設

地の確保が困難等の理由から、対策完了予定時期が決まっていない。これらについても、本年度

末までの完了を目標にいっそう取組を強化する。
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２ 周波数リパック等の進捗状況

◆周波数リパックの進捗状況

県名 平成２３年度完了局所 平成２４年度実施予定局所等

福岡県（８局所） 宝珠山、北九州田野浦、苅田、飯塚南、
寺内、豊津

大河内、宗像（※注）

佐賀県（１局所） 太良大浦 －

長崎県（１４局所） 諫早、島原、奈摩、郷ノ浦、有川、富江、
蚊焼

平戸、野母崎、西彼大島、松浦、大瀬
戸、宇久、小値賀

大分県（２局所） 安心院、西日田 －

鹿児島県（１局所） 川床 －

◆アナログ放送終了後の地デジのチャンネル変更（周波数リパック：周波数再編のための「再編リ
パック」とデジタル受信障害解消のための「改善リパック」がある）を、九州では、２６局所におい
て計画。うち、平成23年度末までに１７局所において完了。（参考：全国ベースでは、９７局所に
おいて計画。うち、平成23年度末までに５７局所において完了。）

◆平成24年度から平成25年度にかけてさらに９局所で実施予定。うち、「再編リパック」（残り３局
所）は、本年６月までにすべて完了予定。その後は、主に韓国の放送局との混信によるデジタル
受信障害への対策として、「改善リパック」を実施。

◆なお、デジタル受信障害への送信側対策としては、「改善リパック」のほか、新しいチャンネルの
追加（補間波、補間局）も実施。また、一部、高性能アンテナの設置等の受信側対策も実施。

※注：宗像は平成25年度実施予定

（平成２４年３月３１日現在）

４

（注）赤字は再編リパック、黒字は改善リパック。



九州管内の辺地共聴施設２，１５８施設のうち、２３施設を除き、アナログ放送停波まで
にデジタル化対応を完了。
２３施設のうち、１５施設は平成２４年３月３１日までに恒久対策を完了し、残る８施設に
ついても平成２４年度での恒久対策を完了予定。

【デジタル化改修】

【ケーブルテレビ編入】

ケーブルテレビ局

(１) 「辺地共聴施設」のデジタル化

県 名 施設数

対 応 状 況 等

恒久対策対応済施設 衛星放送
による暫
定対策デジタル

化改修
他の施設
への統合

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚ
ﾋﾞへ編入

直接受信
へ移行

福岡県 ２２６ ２２５ １６５ ７ ３９ １４ １

佐賀県 ７２ ７２ １４ １ ５７ － －

長崎県 １３９ １３９ ９４ － ３９ ６ －

熊本県 ４２８ ４２７ ２７０ ５ １２１ ３１ １

大分県 ５０９ ５０７ １２１ ４ ３５９ ２３ ２

宮崎県 ３４９ ３４８ １１１ ６ ２１８ １３ １

鹿児島県 ４３５ ４３２ ３４９ ９ ２８ ４６ ３

合 計 ２，１５８ ２，１５０ １，１２４ ３２ ８６１ １３３ ８

３ 共聴施設のデジタル化対応状況① ５



(２) 「受信障害対策（ビル陰）共聴施設」のデジタル化

集合住宅共聴施設２００，５１５施設について、
アナログ停波までにすべての施設がデジタル
化を完了。

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 合 計

施 設 数 ４，３４５ ２６６ ７１３ ８２８ ４４１ ５２０ ９１６ ８，０２９

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 合 計

施 設 数 ９１，０００ ９，０８０ ２１，５２０ ２４，６２５ １８，００５ １３，１２５ ２３，１６０ ２００，５１５

受信障害対策（ビル陰）共聴施設８，０２９施
設のうち、アナログ停波時点で未対応の４施
設についても、平成２３年度末までにデジタ
ル化対応を完了。

(３) 「集合住宅共聴施設」のデジタル化

３ 共聴施設のデジタル化対応状況② ６



【用語の解説①】

◆「新たな難視」とは？
・放送電波の特性の違い等により、アナログ放送は受信できたがデジタル放送が受信できなくなるこ
とを言います。

・アナログ放送終了までに対策が間に合わなかった地区は、衛星放送による暫定対策を講じつつ、
共聴施設の新設や高性能アンテナの設置等の恒久対策を実施しています。

（アナログ波）

電波が弱くなると受信画質も徐々に劣化(チラチラ画面)

（デジタル波）

電波が弱くなると急激に画質劣化(画面真っ黒)

がけ効果（Ｃｌｉｆｆ ｅｆｆｅｃｔ）

放送衛星（ＢＳ）ＮＨＫ東京及び在京民放キー局

地上デジタル放送
ＢＳデジタル放送

視聴者

受信点設備
伝送路

【共聴新設】

高性能ＵＨＦアンテナの整備

〔敷地内受信〕

伝送路整備

〔敷地外受信〕

【高性能等アンテナ対策】

７



【用語の解説②】

◆「周波数リパック」とは？
・周波数の再編やデジタル受信障害解消のために、地デジのチャンネルの変更を行うことです。「再
編リパック」と「改善リパック」に分類されます。

◆「再編リパック」とは？
・周波数を再編し電波の空き地を生み出すためのチャンネル変更のことです。これまで、１３ｃｈ～６２
ｃｈを地デジに使用してきましたが、アナログ放送終了に伴い、５３ｃｈ～６２ｃｈの地デジチャンネル
を、５２ｃｈ以下の旧アナログチャンネルに切り替えるものです。空き地となった５３ｃｈ～６２ｃｈは、
携帯電話サービスの充実等の新たな用途に使用します。

◆「改善リパック」とは？
・デジタル受信障害解消のためのチャンネル変更のことです。有明海の沿岸地域など電波が特に混
み合って混信が生じやすい地域や、韓国からの電波の影響による受信障害が見られる地域で、ア
ナログ放送終了以降に、地デジを別のチャンネルに切り替えるものです。

・なお、デジタル受信障害への送信側対策としては、「改善リパック」のほか、既存の中継局や新たに
開設した中継局における新しいチャンネルの追加（補間波、補間局）もあります。

再編リパックにより、
710‐770MHz帯を空き地にし、
携帯電話サービスの充実などに使用

470 710 770【MHz】

① 電波の空き地を生み出すためのチャンネル周波数変更
（再編リパック）

② 受信障害解消のためのチャンネル周波数変更
（改善リパック）

デジタル放送

チャンネル
アナログ停波による

空き周波数

13～52ch 53～62chデジタル放送

チャンネル
アナログ停波による

空き周波数

８



【用語の解説③】

◆「デジタル受信障害」とは？

・他県の地デジ放送局や韓国の放送局、タクシー無線の電波などとの混信により地デジを良好に受
信できないことを言います。

・送信チャンネルの変更（周波数改善リパック）や高性能アンテナの設置などにより対策を講じます。

混信により視聴不可！」
デジタル放送局
（Ａ県：１８ｃｈ）

デジタル放送局
（Ｂ県：１８ｃｈ）

９

韓国の放送局の電波

タクシー無線


